
令和６年４月 

浜松市会計課 

 

電子請求システムにおける組織改正に伴う対応のお願い 

 

業務の統合、分割など組織改正の内容により、対応方法が異なります。ご対応いただくパター

ンは２種類あります。また、組織改正前の幼児教育・保育課のように、ひとつの課で行っていた

業務が、組織改正後は複数の課に分かれる場合があります。組織改正後の発行先につきましては、

各課へ直接お問い合わせください。 

 

パターンＡ：発行先情報の変更が必要 

課名の変更等により、名称のみが変更になった課については、発行先情報の変更が必要です。 

 

例 組織改正前の「次世代育成課」に発行していた請求書を組織改正後の「こども若者政策課」に発行する場合 

→発行先情報変更をしてからこども若者政策課に発行してください。 

 ※発行先情報の変更は次ページをご確認ください。 

 

パターンＡの課は以下の通りです。 

組織改正前 組織改正後 

次世代育成課 こども若者政策課 

廃棄物処理課 廃棄物処理施設課 

南清掃事業所 南清掃センター 

幼児教育・保育課の一部 幼保支援課 

ごみ減量推進課 一般廃棄物対策課 

浜北環境事業所 浜北清掃センター 

天竜環境事業所 天竜清掃事業所 

 

 

パターンＢ：発行先の追加が必要 

課の分割や新設等により、ＩＤを新規に追加した課については、発行先の追加が必要です。 

 

例 組織改正前に「博物館分として文化財課」に発行していた請求書を組織改正後の「博物館」に発行する場合 

→取引する課に博物館を追加した後、請求書を発行する 

※発行先の追加は「浜松市 電子請求書取引に関する操作マニュアル」17ページをご覧ください。 

 

パターン B の課は以下の通りです。 

組織改正前 組織改正後 

文化財課の一部 博物館 

幼児教育・保育課の一部 幼保運営課 
 

 

操作方法についてご不明な点は BtoB プラットフォームのお問い合わせフォームから株式会社

インフォマートへお問い合わせください。 




